
取引適正化による
公正な取引環境の確保

対話を通じた
市場環境の整備

厳正な法執行

事業者の生産性の向上を通じた
日本経済の持続的な成長・豊かな国民生活の実現

イノベーションの促進に向けた
競争政策

デジタル社会の進展、グリー
ン社会の実現、経済安全保障
等、経済社会環境の急速な変
化に的確に対応するための、
ステークホルダー等との対話
を通じた「市場環境の整備」
【施策例】スマホソフトウェア
競争促進法・企業結合審査の運
用、実態調査の実施、ガイドラ
イン・事例集等の策定・改定、
事業者からの相談対応

公正取引委員会の基本的な任務であり、「公正な取引環境の確保」や「市場環境の整備」を根底か
ら支える、違反行為に対する「厳正な法執行」
【施策例】中小企業等に不当に不利益を与える優越的地位の濫用等、新規参入妨害や競争者の不当な排除、
国民生活に密接に関連する商品等の不当な値上げ（価格カルテル等）に対する厳正な法執行

あまねく全国において商品、
サービスの付加価値の創造
を促していくための、「公
正な取引環境の確保」
【施策例】取適法等の面的な
執行、サプライチェーン全体
での適切な価格転嫁の定着の
推進、フリーランス・事業者
間取引適正化等法の執行

 我が国経済は、デジタル化・気候変動問題への対応等複合的な変化の波による大きな転換点にあり、人口減少・原材料費の高
騰等の様々な課題に直面。こうした状況にあっても、我が国が持続的な経済成長を実現し、国際経済における競争力を発揮し
ていくためには、生産性の向上が重要であり、イノベーションの創出が鍵。公正取引委員会は、事業者の創意工夫が最大限発
揮されるような環境を整備することにより、特にイノベーションを促進することを目指して競争政策を展開していく。

 公正取引委員会は、取引適正化による「公正な取引環境の確保」、関係事業者や消費者といったステークホルダー等との対話
を通じた「市場環境の整備」及び違反行為に対する「厳正な法執行」の三つを柱として、各種施策を着実に実施。これにより、
イノベーションを促進し、事業者の生産性の向上に資することで、持続的に成長する強い日本経済、ひいては豊かな国民生活
の実現に貢献。

イノベーションの促進に向けた競争政策の積極的展開
～ 変化の時代における公正取引委員会の役割 ～
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